
別紙-1 

 

 

特定都市河川浸水被害対策法第３条第１項及び第３項の規定により、令和５年国土交通

省告示第 226 号において、六角川流域が特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されま

した。 

 

 

河川名 一級河川 六角川 

特定都市河川指定日 令和５年３月２８日 

特定都市河川流域図 

 

 

指定された特定都市河川流域 

行政界 


